
地方自治法が改正されましたが、そのポイントに

ついて教えてください。

１．趣旨及び概要

本年８月号において、平成１８年６月７日に公布さ

れた地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法

律第５３号。以下「改正法」という。）のうち、「第１

副知事及び助役制度の見直しに関する事項」から

「第４　監査委員制度の見直しに関する事項」につい

て、解説しました。

今号では、「第５　財務に関する制度の見直しに関

する事項」（第２３１条の２第６項、同条第７項、第２３８

条の４第２項、第２３８条の５第３項）「第６　長又は

議会の議長の全国的連合組織に対する情報提供制度

の創設に関する事項」（第２６３条の３第５項）「第７

議会制度の充実に関する事項」（第１００条の２、第１０１

条第２項ないし第４項、第１０９条第２項、同条第３

項、同条第７項、第１０９条の２第３項、同条第５項、

第１１０条第３項、同条第５項、第１２３条第１項、同条

第３項、同条第４項、第１７９条第１項）「第８　中核

市の指定要件の緩和に関する事項」（第２５２条の２２第

１項、第２５２条の２３）「第９　派遣職員に係る退職手

当の負担の弾力化に関する事項」（第２５２条の１７）に

ついて、引き続き市町村に関連する改正のポイント

を記すこととします。

なお、８月号にも記述しましたが、改正法の施行

期日については、上記第８、第９に係る規定につい

ては改正法の公布日（平成１８年６月７日）、第５から

第７に係る規定については公布日より一年以内で政

令で定める日とされています。

（以下、本文で示される根拠条項は、いずれも地方自

治法の規定である。）

２．改正のポイント

（１）財務に関する制度の見直しに関する事項

①改正の趣旨及び概要

地方公共団体の財務に関する制度には、地方公

共団体の予算及び決算、収入及び支出、契約、現

金の保管、財産、監査等についての共通事項が定

められています。

同制度については、地方公共団体も経済活動の

一主体であることから、社会経済情勢の変遷や情

報通信技術等の進展に応じた適切な見直しが必要

であり、また、その改正について、構造改革特区

提案等として地方公共団体等から様々な要望が出

されていたところです。

こうした現状を踏まえ、第２８次地方制度調査会

の答申において、クレジットカードによる使用料

等の公金の支払いを可能とすること、信託するこ

とができる財産の活用範囲を普通財産又は基金に

属する有価証券にまで拡大すること、国の行政財

産制度の見直しの動向を踏まえつつ、空き庁舎な

ど行政財産である建物を一部貸付できるようにす

ること等の制度改正を行うべきであるとされたこ

とを受けて、法制化が図られました。

②公金のクレジットカードによる納付

１）クレジットカードによる歳入の納付

一般に、決済手段としてクレジットカードを

利用した場合には、カード利用時から一定期間

後にクレジットカード会社が立て替えて納付す

るという仕組みになっています。

一方、現行制度上、クレジットカードによる

納付手続の規定が設けられていないことから、

これを明確なルールなしに実施した場合、他の

財務制度に関する規定との齟齬や実務上の支障

（納入期限や手数料のあり方等の問題）をきたす

ことが懸念されるほか、納入期限までにクレジ

ットカード会社が地方公共団体に納付すること

が求められるため、クレジットカードの利用実

回　　　　答

質　　　　問

37自治大阪 ／ 2006 － 10

!?

��相談室  そ う  だ ん  し つ  
�

相談室  
地方自治法の改正について②

00自治大阪2006.10月号  06.10.13 9:36 AM  ページ 37



態からみて制度上円滑な導入が困難であること

等の支障がありました。

このため、住民の地方税等の納付手段の多様

化を図り、住民サービスの向上を図ろうとする

地方公共団体の取組を支援する観点などから、

指定代理納付者（歳入の納付に関する事務を適

切かつ確実に遂行できる者として政令（※１）

で定める者のうち、普通地方公共団体の長が指

定した者。いわゆるクレジットカード会社。）に

よる歳入の納付ができることを明確に規定する

とともに、クレジットカードの提示等が現金に

よる納付があったことと同様の効果をもたらす

ように規定の整備が図られました（第２３１条の２

第６項、同条第７項）。

つまり、普通地方公共団体は、納入義務者が

クレジットカード等の提示により、当該納入義

務者の歳入を指定代理納付者に納付させること

を申し出た場合、これを承認することが可能と

なり、この場合、当該歳入の納入期限にかかわ

らず、当該普通地方公共団体が指定した日まで

に、指定代理納付者から当該歳入の納付があれ

ば、上記の指定代理納付者による納付が承認さ

れた日（カード利用時）をもって納付されたと

みなされます。（改正前の地方自治法では、カー

ド利用時ではなく、クレジットカード会社から

の入金をもって納入義務者からの納付があった

ものと取り扱うこととなります。）

なお、クレジットカードによる納付をするこ

とができる歳入の範囲は、各市町村が住民のニ

ーズ等を踏まえて決定することが適当とされ、

法律上限定されてはいませんが、例えば、地方

税、水道料金、公立病院診療費、施設使用料、

各種証明書発行手数料の納付において活用され

ることが考えられます。

※１　平成１８年９月６日に行政手続法に基づき

公示された政令案では、「歳入の納付に関

する事務（以下「納付事務」という。）を

適切かつ確実に遂行することができる者」

とは、①納付事務を適切かつ確実に遂行

することができる財産的基礎を有するこ

と、②その人的構成等に照らして、納付

事務を適切かつ確実に遂行することがで

きる知識及び経験を有し、かつ、十分な

社会的信用を有することの２つの要件に

該当する者であるとされています。

２）クレジットカード手数料

現在、クレジットカード利用の手数料（以下

「カード手数料」という。）は、いわゆる加盟店

が負担することが一般的ですが、改正法におけ

るクレジットカード納付の制度化は、納付方法

の多様化や住民の利便の向上、更には徴収効率

の向上などを図る目的であり、こういった目的

を達成するためには市町村による一定の費用負

担はやむを得ないと思われます。現行において

も、口座振替やコンビニ収納に係る手数料は市

町村が負担しているところであり、カード手数

料についても市町村が負担することになるもの

と考えられます。

一方、カード手数料の水準については、カー

ド利用者・クレジットカード会社・加盟店の三

者間で決定される事項であり、各市町村におい

てクレジットカード納付の導入効果と経費を比

較し、適切に判断することが重要です。その際、

口座振替やコンビニ収納による場合の手数料と

の比較や収納効率などを十分に踏まえる必要が

あると考えられます。

③信託をすることができる財産の範囲の拡大

現行制度上、普通地方公共団体の財産は、そ

の適正な管理を担保するため、その貸付、処分

や私権の設定等の行為について一定の制限が設

けられており、信託についても普通財産である

土地（その土地の定着物を含む。）のみ、これを

行うことができることとされていますが、改正

法では、地方公共団体の財産の効率的な運用を

図る観点から、地方公共団体が所有する「国債

その他の政令（※２）で定める有価証券」につ

いても信託を行うことができる財産として位置

付けられました。

なお、有価証券の信託については、議会の議

決事件とされていませんが、これは、信託する
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時点から有価証券の価値が減じるようなことが

考えられず、議会の議決事件とするまでもない

と考えられたためです。すなわち、有価証券の

信託については、対価の受領なくしてその所有

権が移動するものではあるものの、信託の目的

が第三者に貸し付けて運用することに限定され

たものであり、信託期間終了後は信託した有価

証券が返却されること、信託財産は受託者の倒

産の場合等においても保全されること、受託者

から貸し付ける相手先を「指定金融機関その他

の確実な金融機関」に限定した上で、貸し付け

る有価証券の価額に相当する担保の提供を受け

ることとしていることなどの理由によるもので

す（第２３８条の５第３項）。

※２　平成１８年９月６日に行政手続法に基づき公

示された政令案では、「政令で定める有価

証券」を第２３８条第１項第６号に規定する

株式、社債、地方債及び国債としています。

④行政財産の貸付範囲等の拡大

１）行政財産の貸付等

現行制度上、行政財産は、地方公共団体の行

政執行の物的手段として行政目的の達成のため

に利用されるべきものであることから、原則と

して、これを交換し、売り払い、譲与し、出資

の目的とし、信託し、又はこれに私権を設定す

ることができないとされています。ただし、例

外的に行政財産の用途・目的を妨げない限度に

おいて、一定の条件の下、貸付等を行うことが

可能です。例えば、（地方）独立行政法人、地方

住宅供給公社等のいわゆる地方三公社、公務員

共済組合などと一棟の建物を区分所有する場合

の土地の貸付及び鉄道事業者・各高速道路株式

会社・地方道路公社・電気事業者・ガス事業

者・水道事業者・電気通信事業者が鉄道・道

路・電線路・ガス管・水道管などの施設を設置

する場合の地上権の設定がこれに該当します

（第２３８条の４第１項、同条第２項）。

また、行政財産については行政上の許可処分

として、目的外使用許可を行うことが可能です

（同条第４項、第５項）。

目的外使用許可と行政財産の貸付との相違点

は、目的外使用許可が一時的な使用を前提とし

た制度であるのに対し、行政財産の貸付は可能

な限り長期安定的な利用を可能とした制度であ

るところです。

２）普通財産の貸付等

行政財産以外の公有財産である普通財産は、

公用・公共用ではないことから、効率的な運用

を図る必要があるため、原則として、私権の対

象とすること（貸付、交換、売り払い、譲与等）

が可能です（第２３８条の５第１項）。

３）行政財産の貸付範囲等の拡大

改正法では、行政財産の貸付範囲等の拡大に

ついて、地方公共団体等から要望が出されてい

たことや、昨今の市町村合併や行政改革の進展

により生じている庁舎の空きスペースの有効活

用等が検討されている状況も踏まえ、個々の行

政財産の性格を踏まえつつ、有効活用できるよ

うに、行政財産である建物の一部貸付等をする

ことが可能とされました。したがって、地方公

共団体以外の者に長期的かつ安定的に貸付をす

る際には、今回新たに認められた行政財産の貸

付によるものとされています。

新たに行政財産の貸付等ができることとなっ

たものは次のとおりです。

・行政財産である土地の本来の目的を効果的に

達成することができるような建物等の所有を

目的とする場合の土地の貸付（第２３８条の４第

２項第１号）〔例：空港におけるターミナルビ

ルの底地の貸付、港湾における荷揚げ施設・

倉庫の底地の貸付等〕

・行政財産である土地とその土地に隣接する民

有地の上に民間施設と庁舎等を合築する場合

の底地の貸付（同条同項第３号）〔例：市街地

再開発に伴う土地の有効活用等〕

・庁舎の空き床の貸付（同条同項第４号）〔例：

市町村合併や行政改革による庁舎の空きスペ

ースの有効活用〕

・高圧電線路を設置する場合の行政財産に対す

る地役権の設定（同条同項第６号）
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なお、第２３８条の４第２項第１号、同項第２号、

同項第４号、同項第５号、同項第６号の政令で

定める事項については、現時点では示されてい

ません。

（２）長又は議会の議長の全国的連合組織に対する情

報提供制度の創設に関する事項

①趣旨及び概要

現行制度上、地方公共団体の長又は議長の全国

的連合組織（第２６３条の３で規定されている、いわ

ゆる地方六団体（全国知事会、全国市長会、全国

町村長会、全国都道府県議会議長会、全国市議会

議長会、全国町村議会議長会）をいう。）は地方自

治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関

し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、

又は国会に意見書を提出することができます（第

２６３条の３第２項）。そして、内閣は全国的連合組

織から意見の申出を受けたときは、特に支障がな

い限り、遅滞なく回答するよう努めることが当然

の責務とされています（第２６３条の３第３項、同条

第４項）。（本年６月７日に地方六団体から国会及

び内閣に対し、第２６３条の３第２項の規定に基づ

き、「地方分権の推進に関する意見書」が提出さ

れ、内閣は同条第３項の規定に基づき、同年７月

２１日に回答を行っています。）

しかしながら、現行制度の下では地方公共団体

が国の制度の企画立案の動向や内容を知りうるこ

とを制度的に担保されていませんでした。

こうしたことから、全国的連合組織が、事後で

はなく事前に法律案等の内容を知りうることを制

度的に担保することによって、地方の自主性・自

律性を確保・拡大すること、より適切な制度を構

築することが可能となること、という二点をより

確実なものとすることを趣旨として、全国的連合

組織に対する情報提供制度が創設されたものです。

本制度において、各大臣は、その担任する事務

に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を

義務付けると認められる施策の立案をしようとす

る場合には、全国的連合組織に当該施策の内容と

なるべき事項を知らせるために適切な措置を講ず

るものとされています（第２６３条の３第５項）。

②情報提供の対象となる施策の範囲

改正法において、新たに事務又は負担を義務付

けると認められる「施策」とは、法律又はこれに

基づく政令による必置規制や計画策定の義務付け、

地方公共団体に財政負担を義務付ける施策が考え

られます。例えば、「（地方公共団体は、）～しなけ

ればならない。」又は「（地方公共団体は、）するも

のとする。」と規定する法律案又は政令案が対象と

なります。

なお、省令や事務処理基準については、内閣が

決定するものではないため、情報提供の対象とは

なりませんが、その具体的な根拠となる個別法

律・政令に関し、全国的連合組織は随時意見を提

出することができます。

③情報提供の内容、時期及び方法

情報提供の内容、時期及び方法については、施

策の性質により一定でないことが想定されること

から、法律上特段の規定は置かれず、各大臣が本

制度の趣旨を踏まえ、適切に判断することとされ

ています。

「適切な措置」の具体例としては、法律案の場

合、審議会等の答申を受け、当該答申を踏まえて

法案化する旨を当該答申とともに通知することや、

政令案の場合には、行政手続法に基づく意見公募手

続を行うと同時に、全国的連合組織に対しても同様

の内容の通知を行うといった方法が考えられます。

なお、今回の改正法は、法律案や政令案の立案

にあたり、各大臣に全国的連合組織との調整義務

や施策内容の合議義務を課しているものではない

とされていますが、当然ながら、情報提供さえ行え

ば適切な制度が構築されるものではなく、国と地方

の信頼関係の下、国が地域の実情を真摯に汲み取

り、地方公共団体に関する適切な制度が構築される

よう国としても対応が必要であると考えられます。

④情報提供の対象団体

全国的連合組織はそれぞれ構成が異なっており、

新たに事務又は負担を義務付けられる地方公共団

体の長の連合組織及び当該地方公共団体の議会の

連合組織に対して情報提供がされることになりま

す。例えば、法律上、「市町村長は、～を行わなけ
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ればならない。」と規定される場合、全国市長会、

全国町村長会、全国市議会議長会及び全国町村議

会議長会に対し情報提供されることとなります。

（３）議会制度の充実に関する事項

①趣旨及び概要

今日の地方公共団体の責任領域の拡大に伴い、

住民自治に根ざした地方分権の進展を図る上で、

議会の活性化はなお残された課題であるとされて

きました。このような中、第２８次地方制度調査会

答申において、議会の利害調整機能、政策形成機

能、監視機能の充実が図られるよう、その見直し

を検討するとともに、議会制度の基本的事項を除

く組織及び運営に関する事項についてはできるだ

け議会の自主性・自律性に委ねる方向で見直すこ

とが必要とされたことを受け、今回、議会制度に

ついて、専門的知見の活用、議会の招集権、委員

会制度の充実等に関する改正が行われました。

②専門的知見の活用

これまでにも、議会の審議において専門的な知

見を要すると判断される場合、公聴会・参考人制

度を活用することができましたが、これらの制度

は公述人等の意見を聴取するにとどまり、一定の

調査研究を踏まえた意見の報告を求めたい場合に

は、必ずしも適切に対応できるものではありませ

んでした（第１００条）。

改正法では、議会における議案の審査及び当該

団体の事務の調査に関し専門的知見の活用が必要

となった場合に、議会が第三者に一定の調査研究

を行った上での報告を求めることができるよう、

学識経験者等に専門的事項に係る調査（ここには、

調査結果を報告させることも含みます。）をさせる

ことができる旨、法律上明確に位置付けられまし

た（第１００条の２）。

「学識経験者等」には、個人だけでなく、法人、

例えばコンサルタント会社なども含まれますが、

本条は議会の専門的知見が不足する場合に外部の

それを活用する方策として位置付けられるもので

あることから、議員に調査させることは想定され

ていません。

本条の権限は議会の権限であることから、その

行使には、機関意思の決定のための議会の議決を

要します。議決の内容としては、調査の対象、期

間、調査を求める相手方となる学識経験を有する

者等の氏名・名称、調査の結果の提出方法等が想

定されます。

③議会の招集

現行制度上、普通地方公共団体の長のみが議会

を招集することができ、また、議員定数の四分の

一以上の者から臨時会の招集の請求があるときは、

地方公共団体の長がこれを招集しなければならな

いとされています。

改正法においては、議会の活性化を図るため、

議会における審議の機会を広く保障すべきとの要

請を踏まえ、議会の意思として招集を求める必要

があると考える場合に、議会の代表者たる議長が、

議会運営委員会の議決を経て、議会の招集を行う

長に対し臨時会の招集を求める権限が付与されま

した（第１０１条第２項）。

また、これまで、臨時会の招集請求があった場

合、長は付議すべき事件に応じ、適切な時期に招

集すべきとされていましたが、議会の監視機能、

政策形成機能等の強化のためには議会のイニシア

ティブによる迅速な臨時会の招集が保障される必

要があることから、議長からの招集請求及び議員

の定数の四分の一以上の者からの招集請求のいず

れの場合においても、長は請求のあった日から２０

日以内に議会を招集しなければならないとされま

した（第１０１条第４項）。

④委員会制度の充実

１）常任委員会への所属制限の撤廃

現行制度上、専門的な審議を能率的に行うと

いう常任委員会制度の趣旨から、議員は複数の

常任委員会には所属できないとされています。

しかしながら、議会での審議が複雑化、高度化

し、委員会審査の一層の充実が求められている

ことからすると、議会の自主性を尊重し、積極

的な議会活動が行われる必要があります。この

ため、今回、改正法において、議員の常任委員

会への所属に関する法律上の制限が廃止される

こととなりました（第１０９条第２項）。これによ
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り、一人の議員が複数の常任委員を兼ねること

が可能となりました。

なお、合理的、能率的な審議の観点から、一

定の規律が必要な場合には、それぞれの議会の

判断で、条例で定めること等により、一議員の

所属することのできる常任委員会の数を制限す

ることは可能とされています。

２）閉会中における議長による常任委員等の選任

現行制度上、常任委員、議会運営委員、特別

委員（以下、「常任委員等」という。）の選任は、

議会が行うこととされており、一般には、会期

のはじめに議長が会議に諮って指名、所属変更

等を行います。このため、閉会中に補欠選挙で

当選した議員は、直ちに委員会活動に参加する

ことができませんでしたが、改正法において、

条例で定めるところにより、閉会中に常任委員

等の選任が議長限りでできることとされ、選任

された議員は直ちに委員会活動に参加すること

が可能となりました（第１０９条第３項、第１０９条

の２第３項、同条第５項、第１１０条第３項）。

３）常任委員会の議案提出権

議案の提出は、長又は議員の定数の十二分の

一以上の者の賛成を得た場合に限られています

が、改正法において常任委員会への議員の所属

制限の廃止等により、委員会審議の活性化が見

込まれることとなり、その成果として委員会と

して条例案等の議案を作成することも想定され

ます。そこで、改正法において、委員会による

議案の提出が認められることとなりました（第

１０９条第７項）。

なお、具体的な提出方法については、各市町

村の委員会条例や会議規則の規定によることと

されています。

４）長及び委員長等の議場への出席義務

臨時会の招集請求の制度の改正等に伴い、従

前に比べ議会の開催頻度が増加する可能性があ

ることから、出席要求の要件を「議会の審議に

必要な」場合と明確化することにより、必要な

場合に限って出席要求がされるよう規定が整備

されました（第１２１条）。

５）会議録の作成等

これまで議会の会議録については、電磁的記

録による作成ができませんでしたが、改正法に

おいて、これを電磁的記録により作成すること

が可能となりました（第１２３条第１項、同条第３

項、同条第４項）。

また、傍聴人の取締りに関し規則を制定すべ

きことを規定していましたが、取締りに限らず

広く傍聴に関し規則を制定することとされまし

た（第１３０条第３項）。

さらに、議会事務局についても、議会が政策

形成能力、監視機能等の強化を求められている

ことに伴い、調査能力、政策立案能力、法制能

力が要求されることから、議会事務局の業務に

ついて、これまでの「庶務」が「事務」に改め

られました（第１３８条第７項）。

６）長の専決処分

第１７９条第１項において、長は「議会が成立し

ないとき」、「第１１３条但書の場合においてなお会

議を開くことができないとき」、「普通地方公共

団体の長において議会を招集する暇がないと認

めるとき」、「議会において議決すべき事件を議

決しないとき」、その議決すべき事件を処分（専

決処分）することができるとされています。こ

のうち、実際の運用においては、「普通地方公共

団体の長において議会を招集する暇がないと認

めるとき」の要件に基づく専決処分が大多数を

占めていました。

この要件は、絶対に議会の議決又は決定を得

ることが不可能な場合ではないけれども、当該

事件が急施を要し、議会を招集してその議決を

経ている間にその時機を失するような場合を規

定しているものであり、長が「暇がない」と判

断すれば専決処分ができるとなっていたことか

ら、その解釈に疑義が生じるおそれがあるとの

指摘もありました。そこで、運用に当たって制

度の趣旨を逸脱することのないように、改正法

においては、この要件によって、長の専決処分

が可能となるのは、「緊急性を要する場合」に限

定して明確化されました（第１７９条第１項）。
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なお、長の専決処分は、本来、議決を経て行

われたものと同様に適法かつ有効となります。

（４）中核市の指定要件の緩和に関する事項

中核市制度は、指定都市以外の都市で規模能力が

比較的大きな都市について、その事務権限を強化し、

できる限り住民の身近で行政を行うことができるよ

うにすることを目的に、平成６年の地方自治法の改

正により創設されました。中核市には保健所の設置

義務があるほか（地域保健法第５条）、事務配分及び

事務処理にあたっての関与等の特例について、一般

の市とは異なる特例が定められています。例えば、

事務配分の特例では中核市が行うこととされている

事務として、身体障害者手帳の交付、母子・寡婦福

祉資金の貸付け等があります（地方自治法施行令第

１７４条の４９の２から同第１７４条の４９の１９）。

平成６年当時の中核市の指定要件としては、①人

口３０万以上を有すること（人口要件）②面積１００平方

キロメートル以上を有すること（面積要件）③人口

５０万未満の市にあっては昼夜人口比率が１００超であ

ること（中核性要件）が定められていました。

その後、平成１１年の地方分権一括法（平成１１年法

律第８７号）による地方自治法の一部改正により、③

の中核性要件が撤廃されました。

さらに、平成１４年の地方自治法の一部改正により、

人口５０万以上の都市については②の面積要件が撤廃

されました。

改正法においては、規模・能力に応じた基礎自治

体への事務権限の移譲をさらに進める観点から、①

の面積要件についても全面的に廃止することとされ

ました（第２５２条の２２第１項、第２５２条の２３）。

これにより、法改正前から全国で中核市の要件を

満たしていた４６市（このうち、平成１８年１０月１日時

点において、中核市の指定を受けているのは３７市

（府内では高槻市・東大阪市の２市））に加えて、新

たに全国で１３市（府内では豊中市・吹田市・枚方市）

が要件を満たすこととなりました。

（５）派遣職員に係る退職手当の負担の弾力化に関す

る事項

本条は、派遣される職員の身分を保障し、積極的

に職員の派遣を促進して、普通地方公共団体相互間

の事務処理の能率化、合理化等に資するための規定

です。

これまで、普通地方公共団体の長又は委員会若し

くは委員の求めに応じて職員を派遣した場合、給料、

手当（退職手当を除く。）及び旅費は、当該派遣を受

けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当につい

ては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負

担とすることとされていました。

改正法では、退職手当の負担について、当該派遣

が長期間にわたる場合やその他特別な事情があると

きは、当該職員の派遣をしようとする普通地方公共

団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、派遣

を求める普通地方公共団体が当該派遣職員の退職手当

の全部又は一部を負担することが可能となりました。

なお、普通地方公共団体の委員会又は委員が職員

の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派

遣しようとするとき、又は退職手当の負担について

協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地

方公共団体の長に協議しなければならないとされて

います（第２５２条の１７）。

（訂正）

８月号相談室

「地方自治法の改正について①」（Ｐ.３４）

②会計管理者

１）設置及び任命等

「（略）会計管理者は一般の部局とは別に置かれ

ることが予定されていると考えられます。ただし、

これは組織としての会計機関と命令機関の範囲を

明分する趣旨であり、例えば総務部長が会計管理

者を兼任するといったところまで規制するもので

はないと解されます。」とありましたが、以下のと

おり訂正します。

「（略）会計機関と命令機関の範囲を明分する趣

旨から、会計管理者は一般の部局とは別に置かれ

ることが予定され、例えば命令機関である総務部

長と兼職させることは想定されていないと解され

ます。」

（大阪府総務部市町村課行政グループ）
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